
美穂建設株式会社
（鳥取市上原地内）

採石計画認可申請概要

令和５年１２月２０日
鳥取県土整備事務所
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採石場の所在地 鳥取市上原字東谷奥三802-2 外10筆
申 請 者 氏 名 美穂建設株式会社 代表取締役 田中 直樹

５０，９８０㎡ [ 従前認可： ９，１００㎡ ]

６，６０４㎡ 最終１５，８３２㎡ [ 従前認可： ４，６９０㎡ ]

８１．０ｍ [ 従前認可：　 ４４．０ｍ ]

赤白ポール等の設置

区域を明示する図面等 別添のとおり

４８，１６５m3（ 86,700トン） 最終 １６９，２４２m3（304,636トン）

[ 従前認可：１１，０２０m3（19,836トン）  ]

認可の日から５年間

[ 従前認可期間　平成２６年３月１２日～平成２９年３月１１日（３年間） ]

４．採石業務従事者数 ３人（うち業務管理者の資格を有する者　１人）

風化花崗岩（真砂土）

既に採取を行っている切土法面等により確認

６．採取岩石の用途 道路用材（盛土、路床土等）

１．採石場の区域

３．採取の期間

賦存の状況

確認方法

２．採取をする岩石の
　　種類及び数量

種類

採石場の面積

掘削区域の面積

最終高低差

境界の明示方法

７．従前認可期間における採石法と
　　採石条例における処分の状況

５．岩石の賦存の状況

特になし

風化花崗岩 数量



2

【位置図】 鳥 取 市

申請位置
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：搬出径路

【周辺見取図】

市道上原猪子線

中 村 地 区

有 富 地 区

上 原 地 区
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【航空写真】令和４年１０月撮影
：認可区域 ：掘削区域

至 鳥取市内

リサイクル工場（美穂建設）

市
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猪
子

線

今回の掘削区域

洗車ピット



③

【現況写真】令和５年12月撮影

②

①全 景

②洗車ピット ③（隣接）リサイクル工場

④
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①

(A)風化花崗岩 露頭状況

(B)

(A)

(B)

④搬出・進入路

⑤

⑤市道上原・猪子線
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【最終 計画平面図】
保全区域の幅３０ｍ 林地開発許可

（採石条例施行規則第9条第１０項）
市

道
上

原
猪

子
線

洗車ピット
掘削区域

（15,832m2）
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掘削区域
（６，６０４m2）

認可区域
（50,980m2）

No.９（左） No.３（左）No.３（右）【今回 計画平面図】 No.９（右）

今回の掘削区域

洗車ピット
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横断図 ＮＯ．７

右

【断面図】
左

小段幅 ２．０ｍ≧２．０ｍ（採石条例別表第１の(1)の６のク）

最終高低差 ８１．０ｍ ← OK 高低差５０ｍごとに幅１０ｍの小段を設ける
（施行規則１３ 風化岩石 最終高低差 ５０ｍ以下）

（採石条例別表第１の６の(1)キ ただし書き：規則で定める幅以上の小段を当該高低差
以下で設けるときは、この限りでない。）

（施行規則１４ 規則で定める幅は、１０ｍとする。）

【風化花崗岩】
掘削勾配 ３９．８°(1:1.2)≦４０°
平均勾配 ３２．２°≦３５°

（施行規則１１、林地開発許可、風化の著しい岩石）



沈砂池

沈砂池

市道上原猪子線

①Φヒューム管

②流末 谷川

①

②

9

【排水系統図】 ：採石場の区域

：排水施設（水路）
：沈砂地

凡 例

必要表面積
A=Q/Uo

=0.894/0.021

=43㎡

年間流出土砂量=571m3

年３回泥上げを行う
V=571/３ =191m3



【現況周辺植生図及び写真】

ﾔｼｬﾌﾞｼ・ススキ

ススキ
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：認可区域

：植生箇所

凡 例

：掘削区域

マツ マツ・ヤシャブシ・ススキ

ﾔｼｬﾌﾞｼ・ススキ

ナラ・クヌギ・ヒノキ
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【緑化年次計画図】
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【地形分類図】 出典：土地分類基本調査（１９７５）鳥取北部・鳥取南部 鳥取県

地形分類図（S=1/50,000) 申請地 ○
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【表層地質図】 出典：土地分類基本調査（１９７５）鳥取北部・鳥取南部 鳥取県

表層地質図（S=1/50,000) 申請地 ○
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【傾斜区分図】 出典：土地分類基本調査（１９７５）鳥取北部・鳥取南部 鳥取県

傾斜区分図（S=1/50,000) 申請地 ○



【地すべり地形分布図】
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出典：防災科学研究所HP

上
原

申請地 ○



●鳥取県開発事業指導要綱 条件を付した上で同意された。（R4.12.19）
・同意条件（抜粋）

１ 関係諸手続を適切に行うこと。
２ 鳥取市長からの意見

・市道の汚れ防止対策 ・調整池の検討 ・土地の境界を示す票等の保全 ・濁水対策

●文化財保護法 申請地は、埋蔵文化財包蔵地に該当しない。

●森林法
採石の認可と同時に許可の予定

【関係法令】
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【チェックリスト】1/2
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項  目 主 な 確 認 内 容 チェック状況 

１ 関係法令の手続き 〇１ha 以上の森林開発で、森林法に基づく林地開発許可が必要であるため、現在申請を行っており、許可見込み。 

【森林法に基づく林地開発許可が必要な場合】 

：「地域森林計画」の対象となっている民有林で、実際に森林の土地を形質変更（切取、盛土）する面積が１ha を超える開

発行為を行う場合は、知事の許可が必要。 

〇鳥取県景観形成条例は届出が必要であり、鳥取市に届出書を提出し受理済み。 

【鳥取県景観形成条例に基づき開発行為の届出が必要な場合】 

：大規模行為（土石の採取、土地の区画形質の変更が１ha を超える場合）を行う場合は、当該行為の種類、場所、内容及

び着手予定日その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。 

〇鳥取県開発事業指導要綱に基づき県の同意が取られている。 

【鳥取県開発事業指導要綱開発事業の届出】 

：一定規模以上（１ha 以上）の開発事業等については、県土の無秩序開発を防止し、適正な土地利用を図り、快適な地域

環境の確保に努めることを目的として、各個別法に基づく許可、認可の手続きを行う前に、県と協議を行い、同意を得る必

要がある。（許認可等の行政処分ではなく、行政指導にとどまるもの。） 

適切に手続き

をしている。 

２ 採石施工計画 〇掘削勾配は３９．８度（風化花崗岩）、平均勾配は３２．２度（風化花崗岩）で基準値を満たしており、図面とも整合

が図られている。→横断面図のとおり 

【基準（鳥取県採石条例及び施行規則）抜粋】 

：風化岩石；森林開発許可時；風化の著しい岩石；４０度（掘削時の平均勾配３５度） 

〇保全距離は３０ｍあり、隣接土地の利用状況に応じて適切である。 

【基準（鳥取県採石条例施行規則抜粋】 

：森林法開発許可時；３０ｍ 

適切である。 

３ 掘削作業計画 １）掘削 

〇最終高低差は８１ｍで、基準で定める高低差５０ｍを超えるが、５０ｍ毎に規則で定める幅１０ｍの小段を設ける

ことで基準を満たしている。→横断面図のとおり 

【基準（鳥取県採石条例及び施行規則）抜粋】 

：露天採掘；風化岩石；最終高低差５０ｍ。超える場合は、５０ｍ毎に規則で定める幅（１０ｍ）以上の小段設置が必要。 

適切である。 
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【チェックリスト】 2/2

 〇設置する小段の高さは５ｍ、小段の幅はそれぞれ２ｍで基準を満たしている。→横断面図のとおり 

【基準（鳥取県採石条例及び施行規則）抜粋】 

：露天採掘；風化岩石；高低差５ｍ・小段幅２ｍ。 

２）掘削及び選別施設 

〇騒音等発生防止措置については、防音の機器の使用に努めることとしている。火薬は使用しない。 

【基準（鳥取県採石条例及び施行規則）抜粋】 

：騒音等を防ぐ措置を行う。 

適切である。 

４ 岩石運搬計画 〇既設の洗車ピットを使用することにより、粉塵の発生防止措置、公道等汚損防止措置が図られており、適切であ

る。 

【基準（鳥取県採石条例及び施行規則）抜粋】 

：粉塵防止のため、洗車ピット、散水、清掃等その他必要な措置を行う。 

適切である。 

５ 汚濁水等処理計画 〇沈砂池の規格、処理能力と水路等の規格、流下能力は十分であり、適切である。→排水系統図のとおり 

【基準（鳥取県採石条例及び施行規則）抜粋】 

：十分な処理能力を有する施設、その他適当な施設により、適切に処理すること。 

適切である。 

６ 採石跡地処理計画  〇跡地の緑化計画は、掘削後速やかに緑化する計画になっており、適切である。→緑化年次計画図のとおり 

【基準（鳥取県採石条例及び施行規則）抜粋】 

：他の用途に利用する場合を除き、環境保全、景観保全等のため、速やかに緑化すること。 

適切である。 

７ 廃土等堆積計画 〇廃土については発生しない。 

【基準（鳥取県採石条例及び施行規則）抜粋】 

：堆積場の設置場所等は、量に見合う広さがあり、周辺に人家がないこと、土砂の流入が少ないこと。 

適切である。 

特記事項 

 

  

 


